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【論文審査】

　本論文は、わが国で利用者の人権や尊厳を侵害する行為である身体拘束を廃止する取り

組みが行われるようになり、約15年の歳月が経過しているにもかかわらず、「緊急やむを

得ない」を理由とした身体拘束の実態が年々増加傾向にあることに着目する。その背景と

して第１に、身体拘束廃止の取り組みが始まった当初に比べ、身体拘束となる11の具体

的禁止行為以外にも利用者の行動を制限してしまっていると捉えられる行為が存在し、結

果的に利用者に対して「不適切なケア」が提供されているという実態が存在していること

が挙げられる。また、第２に、介護職員の変化や人材不足の問題等により、「緊急やむを

得ない」として身体拘束を行う実態は増加している。

　本論文の目的は、「緊急やむを得ない」を理由として行われている身体拘束に焦点を当て、

介護現場における身体拘束の廃止に向けた視座について検討することである。具体的には

次の５点の研究枠組みを基に検証されている。①「緊急やむを得ない」として身体拘束を

せざるを得ない背景および概念の検討、②介護現場における身体拘束の捉え方の検討、③

「緊急やむを得ない」を理由として行われる身体拘束に対する社会福祉専門職としての認

識、④研修事業に参加したことによる施設職員の認識の変化、⑤研修事業参加職員が自施

設に戻り展開される身体拘束廃止への認識および取り組みの変化である。

　山口論文の章別構成・概要は以下のとおりである。
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【章別構成】

　序章　研究背景・目的・意義

　第１章　「緊急やむを得ない」を理由とする身体拘束の背景に関する検討

　第２章　身体拘束の現状から見る身体拘束の捉え方の検討

　第３章　介護現場における「緊急やむを得ない」身体拘束行為に対する意識と問題点

　第４章　社会福祉士の「緊急やむを得ない」身体拘束行為に対する認識と問題点

　第５章　研修会参加職員の意識変化から見る身体拘束廃止研修事業の効果と課題

　第６章　研修会修了後の施設から見る身体拘束廃止研修事業の効果と施設の役割

　第７章　総合的考察

　終章　本研究の結論・今後の課題

【概要】

序章　研究背景・目的・意義

　本研究の意義として、以下の４点が挙げられる。第１に、身体拘束に関わる諸概念を整

理した上で介護現場における身体拘束を捉える視座を明確にできる。第２に「緊急やむを

得ない」を理由とする身体拘束に焦点を当てることにより身体拘束の実態を明確にできる。

第３に「緊急やむを得ない」を理由とする身体拘束に対して利用者の人権を守る立場にあ

るソーシャルワーカーがどのように認識をしているのかを明確にできる。第４に研修事業

参加後の施設職員の変化ならびに施設全体の変化を明確にし研修事業の有効性を見出せる

という点である。

第１章　「緊急やむを得ない」を理由とする身体拘束の背景に関する検討

　本章では、介護現場において「緊急やむを得ない」を理由として身体拘束を伴うケアが

行われる実態が増え続けている中で、何故「緊急やむを得ない」として身体拘束を行わざ

るを得ないのか、その背景に関し先行文献を基に検討している。検討の結果、介護労働者

の不足・身体拘束への知識を有する職員の不足・BPSD（認知症行動・心理症状）に対す

る認知症ケアが介護現場において確立されていない現状・利用者の生命や安全を守るため

の対策というリスクマネジメントとの関係の未整備・利用者家族との関係・認知症高齢者

に対するエイジズムとの関係・法制度との繋がりという７点を挙げている。さらに、介護

現場において「緊急やむを得ない」として身体拘束を行わざるを得ない背景について検討

した結果、①「例外３原則（切迫性・非代替性・一時性）」の明確な判断基準が定まって

おらず、最終的には施設側と利用者家族側の判断をもとに実施されているということ、②

BPSD に対する理解が進んでいない等、認知症高齢者に対するケアが確立されていない

という２点が指摘されている。
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第２章　身体拘束の現状から見る身体拘束の捉え方

 本 章 で は、 広 義 に 虐 待 を 捉 え る 概 念 と し て 用 い ら れ て い る “Maltreatment” と

“Mistreatment” の概念が示す虐待の捉え方について検証し、介護現場における身体拘束に

対する捉え方について検討を行っている。Sociological Abstracts（ProQuest）にて、“Elder 

Abuse”、“Elder Maltreatment”、“Elder Mistreatment” をキーワードに検索を行い、各概

念における高齢者虐待と捉え方の傾向を見た結果、全体的に “Abuse” の概念をもとに高

齢者虐待を捉えているという傾向が高い現状がある一方、近年では “Maltreatment”・

“Mistreatment” の概念をもとに高齢者虐待を捉えている傾向が増えていることが明らかに

なった。両概念における虐待の捉え方について検証した結果、“Mistreatment” の概念での

身体拘束に対する捉え方をもとに、３つのレベルを導き出している。すなわち、身体拘束

禁止令や介護保険法の指定基準、および、高齢者虐待防止法等による「法制度レベル」で

の対応、「身体拘束ゼロへの手引き」に基づく「行政レベル」での対応、社会福祉専門職

の専門性に基づく「専門職レベル」での対応である。

第３章　介護現場における「緊急やむを得ない」身体拘束行為に対する意識と問題点

　本章では、介護職員が、身体拘束を伴い利用者の安全や生命を守ることについてどのよ

うに意識しているのかを明らかにしたうえで、「緊急やむを得ない」身体拘束廃止に向け

た今後の課題について考察している。A 県特別養護老人ホーム５施設185名の職員（有効

回答129、回収率69.7％）に対し「緊急やむを得ない」身体拘束の意識に関する質問紙調

査を実施し、結果として以下の４点が示された。第１に、11の具体的禁止行為に該当す

るものに関しては身体拘束行為になると捉えられ、具体的禁止行為に該当しない行為に関

しては、「ベッドをステーション前に移動させる」等は、身体拘束行為になると考えてい

る傾向にある。一方「センサーマットをつける」「綿の手袋や軍手を使用する」等の行為

について、身体拘束行為にはならないと考えている傾向にある。第２に、「例外３原則」

に該当する場合、自傷行為または暴力行為が見られた際には、身体拘束が必要になると捉

えている。第３に、「緊急やむを得ない」を理由として行う身体拘束においても、違法性

の身体拘束と同様な問題点があると認識している。第４に、「緊急やむを得ない」身体拘

束を考える際には、「利用者の生命や安全を最優先にやむを得ず身体拘束を行うべきか」、

「利用者の人権や尊厳を最優先に身体拘束を行うべきではない」という２つの価値観が対

立し、倫理的ジレンマを抱えている。

　今後の課題として、①センサーマット等具体的禁止行為には該当しない行為であったと

しても、利用者の状態や状況に適した使用方法でない場合には、結果的に利用者の行動を

制限してしまい、「不適切なケア」を提供していることに繋がってしまうという認識を持

つこと、②異なる専門性からの身体拘束に対する考え方を理解したうえで、「緊急やむを

得ない」身体拘束がどうあるべきなのかに関して共通の認識を持つこと、③スーパービジョ
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ン体制の構築など、職員のストレスマネジメントに対する取り組みを行っていくこと、④

身体拘束に関する研修会に職員が参加できる体制を構築していくことが必要である点が挙

げられている。

第４章　社会福祉士の「緊急やむを得ない」身体拘束行為に対する認識と問題点

　本章では、「緊急やむを得ない」身体拘束廃止に向け、ソーシャルワーカーの視点や認

識を検証している。日本社会福祉士会会員（対象100、有効回答33、回収率33.0％）に対

し「緊急やむを得ない」身体拘束の認識に関する質問紙調査を実施している。その結果と

して以下の４点が示された。第１に、11の具体的禁止行為に関しては、身体拘束行為と

認識しており、具体的禁止行為には該当しない行為に関しては、「ベッドをステーション

前に移動させる」等の行為について身体拘束行為であると認識している傾向にあるが、「セ

ンサーマットをつける」等については、身体拘束行為にはならないと認識している傾向に

ある。第２に、「例外３原則」に該当する場合自傷行為または暴力行為が見られた際に、

身体拘束が必要となると考えている。第３に、緊急やむを得ないとして身体拘束を行う場

合においても高齢者虐待として扱われる違法性の身体拘束と同等の問題点があるという認

識をしている。第４に、「緊急やむを得ない」身体拘束を考える際には、「利用者の生命や

安全を守るために身体拘束を行うべきなのか」、「利用者の人権と尊厳を守るために行うべ

きではない」という２つの価値観が対立し、第３章で示された介護職の結果と同様に倫理

的ジレンマを抱えていることが明らかになった。

　今後の課題として、①ソーシャルワーカーとしての普遍的な価値基準に照らし考えてい

く、②センサーマット等の使用については、援助者側の価値観で判断するのではなく利用

者の視点に立ち、利用者の状況や状態に即し適切な使用方法を検討していく、③「緊急や

むを得ない」身体拘束を行うことに対して倫理検討委員会等の機会を必須とし、また、抱

えている不安や悩みに対するスーパービジョン体制を構築していく、④身体拘束を行わな

い援助実践の中心的役割を担っていくことが必要であり、そのためにも、身体拘束廃止に

向けて学べる機会をさらに設けていくことが必要である点が示された。

第５章　研修会参加職員の意識変化から見る身体拘束廃止研修事業の効果と課題

　本章では、施設職員に対する、研修参加を通じての意識変化を検証し、研修の効果と評

価、研修事業の今後の課題について考察している。X 県主催による身体拘束廃止に関する

研修会に参加した12施設の施設職員を対象に、研修会開始前と修了後の２回に分け質問

紙調査を実施した。その結果、研修会の効果に関して、研修会参加を通じ身体拘束につい

て「必要ではない」という意識が強まったこと、また「緊急やむを得ない」として行われ

ている身体拘束について違法性と呼ばれる身体拘束と同様に、「不適切なケア」であると

いう意識付けを行えており、一定の効果があったと考えられた。研修の評価に関しては、

研修会が実施したプログラムについては、開始前の期待に対して、研修会修了後では、ほ
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とんどの職員が「期待通りであった」と回答している。身体拘束に対する取り組みの再確

認が出来たことや、人権や尊厳、利用者視点での身体拘束の取り組みの視座を得られ、評

価の高い満足のいく研修であったことが示されている。

　今後の課題として、①リスクマネジメントに対するプログラムの必要性、②認知症ケア

に対するプログラムの必要性、③研修会参加者へのフォローアップの時間を設けていく必

要性が挙げられている。

第６章　研修会修了後の施設から見る身体拘束廃止研修事業の効果と施設の役割

　本章では、研修を受けた職員が自施設に戻った後、認知症ケアがどのように変化していっ

たのか、研修を受ける前後での認識の変化、研修を受けた施設としての役割認識について

明らかにし、研修事業の効果と評価、研修を受けた施設としての役割について考察してい

る。調査は X 県主催の身体拘束廃止に関する研修会に参加していた12施設のうち、調査

協力が得られた５施設18名の職員を対象にインタビュー調査を実施している。その結果、

①研修会に参加したことで、身体拘束を行わないために必要な意識と取り組みに対する認

識が施設全体で深まった、②施設職員全体の認知症ケアならびに身体拘束に関する知識の

理解が見られた、③利用者に対する関わり方やケアのあり方が変化した、④緊急時におけ

る身体拘束廃止の取り組みが進められるようになった等、一定の効果があったと指摘して

いる。

　今後の役割としては、①内部の職員意識を高め、身体拘束をしない介護を強く自覚し実

践していく、②他の施設や利用者家族と身体拘束に対する共通の理解と認識を持つことが

重要であり、その働きかけを行う中心的な役割を担っていく、③どのような行為が利用者

の行動を制限してしまうことに繋がり、「不適切なケア」を提供してしまうのかについて、

介護に関わる全ての人と具体的禁止行為に該当しない行為について考えていくための中心

的な役割を担っていく、④利用者の行動を制限しないための声掛けやセンサーマットを使

用することの意味について、他の施設と連携し共通の認識を持ち取り組みを進めるために

中心的な役割を担っていく等が必要であると指摘している。

第７章　総合的考察

　本章では、総合的考察として、第１章から６章までの先行文献検討ならび実証調査をも

とに、現在の介護現場における身体拘束行為の捉え方と「緊急やむを得ない」身体拘束を

せざるを得ない現状、今後の介護現場における「緊急やむを得ない」身体拘束廃止に向け

た取り組みに向けた視座について考察している。実証調査結果をもとに、第２章で検討し

た枠組みの再検討を行い、「法律レベル」では介護保険法や高齢者虐待防止法の規定に基

づく対応、および、「行政レベル」では「緊急やむを得ない」身体拘束を含む判断を「身

体拘束ゼロへの手引き」に明記されている基準に基づいて対応していくことが明記されて

いる。さらに、「専門職レベル」では、センサーマットの過剰使用やスピーチロック等、
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結果的に利用者に対して「不適切なケア」を提供してしまっている行為、すなわち「非意

図的虐待行為」について社会福祉専門職としての専門性に基づいて対応していくことが必

要であると示している。

　全体のまとめとして、「緊急やむを得ない」身体拘束廃止に向けた取り組みに向けた視

座について次の５点を挙げている。第１に「緊急やむを得ない」という名目で身体拘束を

行うことは認められているが、結果的に利用者に対して人権や尊厳を侵害する身体拘束を

実施しており、「不適切なケア」を提供してしまっているということを施設職員と利用者

家族双方で認識し、ともに「緊急やむを得ない」身体拘束を行わないケアについて考えて

いく。第２に「緊急やむを得ない」として身体拘束を行うことが、利用者自身の欲求であ

るのか、利用者の尊厳が尊重されることを基盤としてその必要性を判断していく。第３に

BPSD（認知症の心理・社会的行動症状）の理解や発生原因について理解する。アセスメ

ントスキルや具体的なケア方法等、社会福祉専門職としての認知症ケアに対する理解とス

キルを向上させる。第４に、利用者本人の安全・安心が保証され、落ち着いた生活が出来

る生活環境を構築するために、リスクマネジメントや倫理検討委員会、施設職員の不安や

悩み等を解消できるようスーパービジョン体制を構築する。第５に施設職員が身体拘束に

関する知識を身に着け、身体拘束廃止への取り組みが行えるよう外部での研修事業参加へ

の機会を提供していく。

終章　本論文の結論と今後の課題

　今後の介護現場における身体拘束の捉え方を４象限の枠組みに分け検討している。すな

わち縦軸を「緊急性」の判断基準として「緊急性が高い」と「緊急性が低い」に分け、横

軸を身体拘束に対する判断基準として、「行政レベル」と「専門職レベル」に分けている。

この２つの軸によって作られた４つの象限の類型として「例外３原則に基づく判断基準」

（第１象限）、「個の尊厳の尊重」（第２象限）、「非意図的虐待行為」（第３象限）、 11の具体

的禁止行為」（第４象限）の４つを設定している。身体拘束の取り組みが行われて15年の

歳月が経過している中で、取り組みが始まった当初に比べ身体拘束に対する考え方も変化

してきている。今後は、法制度や行政レベルでの対応だけではなく、社会福祉専門職とし

ての専門性に基づく身体拘束行為への判断を行っていく必要性が指摘されている。

【特筆される評価】

　以上の山口氏の論文に対し、評価に値する点として次の点が特筆される。

　第１に、現在の介護現場では「緊急やむを得ない」を理由とした身体拘束の実態が年々

増加傾向にあり、利用者の生命や安全を守るためとはいえ、利用者の人権や尊厳を侵害す

る行為である身体拘束を行っているという事実には変わりのないことである。法律上認め

られている行為であり、また高齢者虐待には該当しない行為として認識されていることか
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ら、「緊急やむを得ない」として身体拘束を行うことに関してはあまり問題視されていない。

そのような状況がある中で、「緊急やむを得ない」身体拘束に焦点を当て研究を行ったこ

とは、本研究の独自性であると言え、高く評価できる。

　第２に、身体拘束に対する捉え方の枠組みを検討している点である。介護現場での身体

拘束に対する捉え方が変化している中で、改めて身体拘束の理解に関し介護現場における

身体拘束の実態と比較検討していることには大きな意味があるといえる。とりわけ虐待を

表す概念である “Mistreatment” を用い、「非意図的虐待行為」の実態を示すことにつながっ

ている。

　第３に、「緊急やむを得ない」として身体拘束を行う判断を巡り、現場の介護専門職・

社会福祉専門職としての身体拘束に対する考え・ジレンマ・葛藤を見出すことができてい

る点も意義深い。

　第４に、身体拘束廃止の取り組みの一つでもある研修事業の有効性について、参加後の

施設職員が自施設において身体拘束廃止への取り組みを実施し、多面的な変化等も含めて

検証していることは評価できる。

　なお、審査の過程では、各現場の施設環境や職員構成の相違の明確化、利用者・家族の

視点等を含めながら検討していくことや、設定された４象限の枠組みの精査について、今

後の継続・発展的な研究への期待として示された。

【審査結果】

　以上、山口論文の内容および学位審査委員会における議論を要約したが、審査委員は厳

正かつ公正な審査を行なった。その結果、山口友佑氏による博士学位 （甲） 請求論文「介

護現場における『緊急やむを得ない』身体拘束の廃止に向けた視座に関する研究」は、福

祉社会デザイン研究科（社会福祉学専攻）博士学位審査基準に照らし、妥当な研究内容で

あると認められる。本審査委員会は、全員一致の基に、山口友佑氏の博士学位 （甲） 請求

論文は、本学博士学位（社会福祉学）を授与するに相応しいものであるとの判断に達し、

ここにその旨報告する。


